






研究目的 

新生児医療の進歩にともない,極小未熟児や超未熟児の保育成績は向上してきた。しかし超

未熟児の保育成績を問題とした場合,生産児の保育成績だけではなく死産例も検討しなけ

れば,その実態はつかめない。また平成 3年 1月からは abortion の定義も妊娠 24週未満か

ら妊娠 22 週未満に変えられた現実をふまえ,超未熟児の実態を把握できる周産期衛生統計

をめざした。 


